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令和７年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査事業 

結果の概要 
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令和７年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査 結果の概要

○ 調査の目的

障害福祉サービス等の令和９年度報酬改定に向け、障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて検討が必要とされ
た事項、前回報酬改定の効果検証等における必要な事項等について調査・分析を行い、報酬改定のための基礎資料を得
ることを目的とする。

○ 調査の概要

○ 調査の方法等

調査実施時期：令和７年８月～10月（一部、補足調査を令和８年１月～２月に実施）

標本抽出方法：調査の対象となるサービスの施設・事業所について、無作為抽出または調査目的に応じた層化抽出を

行い、調査対象を選定した。

調 査 項 目調 査 名

施設・事業所の基本情報、利用者の健康状態等に関する状況、食事提供の状況、施設・事業所における
栄養ケア・口腔ケアの状況、加算算定等の状況、リハ・栄養・口腔の一体的な取組実施の状況 等

障害者支援施設及び通所系サービス等における口腔・栄養ケア等
に係る調査

事業所の基本情報、新規利用者の状況、退所者（サービス利用終了者）の状況、就労移行支援の実施状
況、就労継続支援の実施状況、生産活動の状況、賃金・工賃、在宅支援の実施状況、施設外就労の実施
状況、送迎の状況、情報公表の状況、就労定着支援の実施状況、就労選択支援の実施状況 等

就労系障害福祉サービスの実態調査

事業所の基本情報、訪問系サービス利用者の状況、訪問系サービス利用者の居住建物別人数、就労状況
別人数、特定事業所加算の算定状況、重度障害者等包括支援における支援の実施状況 等訪問系サービスの実態調査

施設・事業所の基本情報、強度行動障害を有する者の受入状況、受入できない場合の理由、支援人材養
成の状況、重度障害者支援加算等の算定状況、加算算定していない場合の理由 等強度行動障害を有する者への支援状況調査

事業所の基本情報、障害児通所支援の職員の状況、専門的支援実施加算及び児童指導員加配加算の取得
状況、加算取得にあたっての事業所の職員配置等の状況、送迎の状況、居宅訪問型児童発達支援のサー
ビス提供状況、訪問支援員の状況、居宅訪問型児童発達支援の利用者の状況 等

障害児通所支援に係る加算取得及び居宅訪問型児童発達支援の実
態調査
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○令和６年度報酬改定において、生活介護における栄養ケア・マネジメントに関する加算の新設や食事提供体制加算の要件として管理栄養士
の関与等が追加されたことにより、利用者の栄養状態に応じたケアの充実が図られることになったが、取組に関する詳細な状況を把握し、更
なる推進のための課題を整理する。また、介護保険においては、「リハビリテーション・機能訓練、栄養管理、口腔管理の一体的取組」を推
進し、重度化防止や低栄養予防等の取組が多職種連携で進められ、報酬として評価されている。障害者の健康課題は、個別特性が大きく、課
題も多様であることから、障害者支援施設や通所系サービス等における口腔・栄養管理等の取組の状況等について実態や課題を把握し、次期
報酬改定の基礎資料とする。

１．調査目的

障害者支援施設及び通所系サービス等における口腔・栄養ケア等に係る調査（結果概要）

○全国の障害者支援施設、共同生活援助、通所系サービス（生活介護、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型）事業所（計51,398事業所）か
ら、サービス別に層化を行い、計1,760事業所を無作為抽出

２．調査対象等

○通所事業所の食事提供状況は、「提供している」が67.4%、「提供していない（利用者が自前で食事を用意する）」が27.9%となっている。食事
を提供している事業所のうち、自前調理・外部委託で食事提供している事業所における食事提供体制加算の算定状況は、令和７年７月で「算定して
いる」が90.5%となっている。

○令和６年４月以降、食事提供体制加算の算定要件に追加された、「管理栄養士等が献立作成に関与または献立を確認」「利用者ごとの摂食量の記
録」「利用者ごとの体重やＢＭＩの記録」の３要件を含めた算定経緯を聞いたところ、「令和６年４月以前から食事提供体制加算を算定していたが、
追加要件を満たしていなかったため、算定要件を満たすように体制を強化した」が55.3%と多くなっている。追加の算定要件を満たすための取り
組みとしては、「利用者ごとの摂食量の記録の開始」が76.2%、「利用者ごとの体重やＢＭＩの記録の開始」が70.2%となっている。

○施設・事業所で利用者に対する栄養ケア等に関し実施していることは、「定期的な身長・体重の測定」が66.3%、「提供した食事の喫食率の確
認」が48.8%、「ミールラウンド（食事を食べている状況の観察）」が47.0%等となっている。また、利用者の口腔ケアに関し職員が実施してい
ることは、「口腔清掃の補助・支援」が81.7%、「口腔機能、摂食・嚥下機能の状態確認（咀嚼の問題、食べこぼし、むせ等）」が65.2%、「口
腔衛生状態の確認（歯の汚れ、口臭、義歯の状態、う蝕や歯周病のチェック等）」が63.9%等となっている。

○施設におけるリハ・栄養・口腔の多職種による一体的取組の実施状況は、「一体的取組を実施している」が13.1%、「一体的取組の部分的な実施、試行
等を行っている（モデル実施等）」が11.6%となっている。実施施設における取組内容は、「関係職種が必要時に相談し合う体制を作っている」が
80.3%、「関係職種によるミールラウンド（専門職による食事観察）を実施している」が72.1%等、リハ・栄養・口腔の一体的取組を実施したことによ
る変化や感じられた効果は、「口腔衛生状態の維持・改善につながった」が73.8%、「利用者の個別機能訓練・栄養・口腔の関わりに対する理解や意識
が向上した」「摂食嚥下機能障害の予防や、機能の維持・改善につながった」がいずれも70.5%等となっている。

３．調査結果のポイント

有効回答率有効回答数回収率回収数客体数休廃止等送付数

55.8%96957.4%9971,736241,760

 
 

食事提供体制加算の状況

○通所事業所の食事提供状況は、「提供している」が67.4%、「提供していない（利用者が自前で食事を用意する）」が27.9%となっている。食事を提
供している事業所のうち、自前調理・外部委託で食事提供している事業所における食事提供体制加算の算定状況は、令和７年７月で「算定している」が
90.5%となっている。

○令和６年４月以降、食事提供体制加算の算定要件に追加された、「管理栄養士等が献立作成に関与または献立を確認」「利用者ごとの摂食量の記録」
「利用者ごとの体重やＢＭＩの記録」の３要件を含めた算定経緯を聞いたところ、「令和６年４月以前から食事提供体制加算を算定していたが、追加要
件を満たしていなかったため、算定要件を満たすように体制を強化した」が55.3%と多くなっている。追加の算定要件を満たすための取り組みとして
は、「利用者ごとの摂食量の記録の開始」が76.2%、「利用者ごとの体重やＢＭＩの記録の開始」が70.2%となっている。

障害者支援施設及び通所系サービス等における口腔・栄養ケア等に係る調査（結果概要）

通所事業所の食事提供状況

67.4 

82.9 

34.4 

61.6 

27.9 

14.0 

57.8 

32.9 

6.3 

3.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 [n=301]

生活介護 [n=164]

就労継続支援Ａ型…

就労継続支援Ｂ型…

提供している
提供していない（利用者が自前で食事を用意する）
提供していない（半日利用などで利用者は事業所内で食事をしない）
無回答

90.5 

87.9 

94.4 

97.1 

8.9 

11.2 

5.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 [n=168]

生活介護 [n=116]

就労継続支援Ａ型 [n=18]

就労継続支援Ｂ型 [n=34]

算定している 算定していない 算定していない（経過措置のため） 無回答

食事提供体制加算の算定状況（令和７年７月）

食事提供体制加算の追加要件を含めた算定経緯

食事提供体制加算の追加要件を満たすための取組み〔複数回答〕

29.6 

33.3 

5.9 

30.3 

55.3 

52.0 

76.5 

54.5 

10.5 

10.8 

17.6 

6.1 6.1 3.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 [n=152]

生活介護 [n=102]

就労継続支援Ａ型 [n=17]

就労継続支援Ｂ型 [n=33]

食事提供体制加算に関し、令和６年４月以前から追加要件も含めた加算の算定要件を満たす体制を整備していた
令和６年４月以前から食事提供体制加算を算定していたが、追加要件を満たしていなかったため、算定要件を満たすように体制を強化した
令和６年４月以降に食事提供に関する取組を開始し、加算の算定要件を満たす体制を整備した
その他
無回答

13.1 

1.2 

1.2 

17.9 

3.6 

76.2 

70.2 

2.4 

1.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

管理栄養士・栄養士の確保

都道府県栄養ケア・ステーションとの連携

保健所や市町村保健センターとの連携

外部委託先の管理栄養士・栄養士に献立の作成を依頼

管理栄養士・栄養士のいる外部委託先への変更

利用者ごとの摂食量の記録の開始

利用者ごとの体重やＢＭＩの記録の開始

その他

無回答
全体 [n=84]
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栄養・口腔ケア等の実施状況

○施設・事業所で利用者に対する栄養ケア等に関し実施していることは、「定期的な身長・体重の測定」が66.3%、「提供した食事の喫食率の確認」が
48.8%、「ミールラウンド（食事を食べている状況の観察）」が47.0%等となっている。また、利用者の口腔ケアに関し職員が実施していることは、
「口腔清掃の補助・支援」が81.7%、「口腔機能、摂食・嚥下機能の状態確認（咀嚼の問題、食べこぼし、むせ等）」が65.2%、「口腔衛生状態の確
認（歯の汚れ、口臭、義歯の状態、う蝕や歯周病のチェック等）」が63.9%等となっている。

障害者支援施設及び通所系サービス等における口腔・栄養ケア等に係る調査（結果概要）

24.8 

25.2 

24.3 

23.2 

23.3 

41.6 

21.2 

19.1 

18.2 

66.3 

45.9 

48.8 

26.0 

47.0 

1.5 

13.8 

8.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

栄養スクリーニング

栄養アセスメント

栄養ケア計画の作成

栄養ケアのモニタリング

栄養ケア計画の見直し

担当者会議（カンファレンス）

栄養ケアの評価

サービスの評価

サービスの課題解決のための活動

定期的な身長・体重の測定

BMIによる経時的な身体状況の評価

提供した食事の喫食率の確認

栄養補給量の算出

ミールラウンド（食事を食べている状況の観察）

その他

上記で実施していることはない

無回答
全体 [n=969]

利用者に対する栄養ケア等に関し実施していること〔複数回答〕 利用者の日常の口腔ケアに関し職員が実施していること〔複数回答〕

63.9 

81.7 

36.3 

65.2 

27.6 

3.7 

2.0 

10.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

口腔衛生状態の確認（歯の汚れ、口臭、義歯の状
態、う蝕や歯周病のチェック等）

口腔清掃の補助・支援

口腔清掃に関する利用者への指導・訓練

口腔機能、摂食・嚥下機能の状態確認（咀嚼の問
題、食べこぼし、むせ等）

口腔機能、摂食・嚥下機能に関する利用者への指導・
訓練

その他

特に実施していない

無回答

全体 [n=695]

 
 

リハ・栄養・口腔の一体的取組の実施状況

○施設におけるリハ・栄養・口腔の多職種による一体的取組の実施状況は、「一体的取組を実施している」が13.1%、「一体的取組の部分的な実施、試
行等を行っている（モデル実施等）」が11.6%となっている。実施施設における取組内容は、「関係職種が必要時に相談し合う体制を作っている」が
80.3%、「関係職種によるミールラウンド（専門職による食事観察）を実施している」が72.1%等、リハ・栄養・口腔の一体的取組を実施したことに
よる変化や感じられた効果は、「口腔衛生状態の維持・改善につながった」が73.8%、「利用者の個別機能訓練・栄養・口腔の関わりに対する理解や
意識が向上した」「摂食嚥下機能障害の予防や、機能の維持・改善につながった」がいずれも70.5%等となっている。

障害者支援施設及び通所系サービス等における口腔・栄養ケア等に係る調査（結果概要）

施設におけるリハ・栄養・口腔の多職種による一体的取組の実施状況

13.1 

21.7 

6.7 

11.6 

12.1 

10.8 

70.0 

65.7 

80.3 

5.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

施設入所支援 [n=464]

栄養マネジメント加算有 [n=207]

栄養マネジメント加算無 [n=223]

一体的取組を実施している
一体的取組の部分的な実施、試行等を行っている（モデル実施等）
一体的取組を実施していない

リハ・栄養・口腔の多職種による一体的取組の実施内容〔複数回答〕

リハ・栄養・口腔の一体的取組を実施したことによる変化や
感じられた効果〔複数回答〕

23.0 

49.2 

80.3 

60.7 

63.9 

42.6 

72.1 

14.8 

1.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

関係職種が各々の計画を一体的に共有できる様式を利
用している

関係職種が共同して設定した目標を個別の計画に反映し
ている

関係職種が必要時に相談し合う体制を作っている

関係職種で情報連携を行うカンファレンスを実施している

文書等を用いて、随時関係職種での情報共有がされてい
る

必要な他の関係職種の情報をいつでも閲覧できる状態に
している

関係職種によるミールラウンド（専門職による食事観察）
を実施している

関係職種が互いの業務に対する理解を深めるための研修
会を開催している

その他施設入所支援 [n=61]

24.6 

70.5 

68.9 

70.5 

27.9 

39.3 

50.8 

67.2 

52.5 

42.6 

73.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

提供サービスに対する利用者の満足度が上がった

利用者の個別機能訓練・栄養・口腔の関わりに対する理
解や意識が向上した

誤嚥性肺炎の予防や、リスクが高い利用者の早期発見に
つながった

摂食嚥下機能障害の予防や、機能の維持・改善につな
がった

褥瘡の予防や、治癒の促進につながった

食行動の改善につながった

低栄養又は過栄養状態のリスクが高い利用者の早期発見
につながった

栄養状態の維持・改善につながった

身体機能低下の予防や、機能の維持・改善につながった

ADL、IADLなど、活動能力の維持・改善につながった

口腔衛生状態の維持・改善につながった

施設入所支援 [n=61]
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○令和７年10月に開始された就労選択支援の実施状況や影響、また、就労移行支援、就労継続支援及び就労定着支援の支援状況等を把握する
ことにより、今後の報酬改定等に向けた基礎資料を得ることを目的とする。

１．調査目的

就労系障害福祉サービスの実態調査（結果概要）

○全国の就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所（計27,186事業所）から、サービス別に層化を行い、計
1,760事業所を無作為抽出

２．調査対象等

○就労移行支援事業所及び就労継続支援事業所における令和６年度（令和６年４月～令和７年３月）の退所者（サービス利用終了者）につい
ては、１事業所あたり平均で合計6.1人、うち、一般就労が2.6人となっている。一般就労者の個別状況としては、移行時の雇用形態は「非正
規（有期）」が48.3%、「非正規（無期）」が26.5%、「正規職員」が22.3%、移行時の所定の勤務時間は「週30時間以上」が56.1%、
「週20時間以上30時間未満」が34.0%、一般就労後６か月間の支援回数は平均で6.4回、令和７年７月時点の就労定着支援の利用状況は
「利用なし」が60.0%、「自法人サービスを利用」が33.9%等となっている。

○就労継続支援事業所に対して、在宅支援（在宅業務・在宅作業）を行っているかどうかを聞いたところ、「運営規程に在宅支援を位置づけ
ており、在宅支援を行っている利用者がいる」が17.9%となっている。在宅支援の生産活動を行っている事業所にその収支について聞いた
ところ、「赤字」が38.9%、「黒字」「収益と費用がほぼ同じ」がいずれも17.7%となっている。

○就労継続支援事業所に対して、施設外就労を実施しているかどうかを聞いたところ、「施設外就労を実施している」が45.5%となっている。
施設外就労の生産活動を行っている事業所にその収支について聞いたところ、「黒字」が44.2%、「収益と費用がほぼ同じ」が28.5%、
「赤字」が15.0%となっている。

○就労移行支援事業所及び就労継続支援事業所に、就労選択支援の開設予定を聞いたところ、「開設予定なし」が60.2%となっている。「開
設している」は6.6%、「開設予定あり」は5.1%である。「開設予定なし」の事業所に、その理由を聞いたところ、「人員配置（就労選択支
援員の養成・確保等）が難しいため」が59.7%と最も多く、次いで、「実施主体要件（就労支援の経験・実績等）を満たすことが難しいた
め」が42.6%となっている。また、就労選択支援の開始による調査対象サービスへの影響と効果について聞いたところ、「わからない」が
46.8%、「利用希望者数の増減にそれほど影響はない」が33.6%となっている。

３．調査結果のポイント

有効回答率有効回答数回収率回収数客体数休廃止等送付数

48.8%84150.6%8721,723371,760

 
 

一般就労の状況

○令和６年度（令和６年４月～令和７年３月）の退所者（サービス利用終了者）については、１事業所あたり平均で合計6.1人、うち、一般就労が2.6人
となっている。一般就労者の個別状況としては、移行時の雇用形態は「非正規（有期）」が48.3%、「非正規（無期）」が26.5%、「正規職員」が
22.3%、移行時の所定の勤務時間は「週30時間以上」が56.1%、「週20時間以上30時間未満」が34.0%、一般就労後６か月間の支援回数は平均で
6.4回、令和７年７月時点の就労定着支援の利用状況は「利用なし」が60.0%、「自法人サービスを利用」が33.9%等となっている。

令和６年度の退所者（サービス利用終了者）

就労系障害福祉サービスの実態調査（結果概要）

一般就労者の個別状況

就労継続
支援Ｂ型
[n=307]

就労継続
支援Ａ型
[n=237]

就労移行
支援

[n=243]

全体
[n=787]（単位：人）

0.31.75.42.3特例子会社以外1 一般就労

退
所
者
合
計

0.00.10.70.3特例子会社

0.10.10.20.12 就労移行支援

0.20.70.30.43 就労継続支援Ａ型

1.10.61.00.94 就労継続支援Ｂ型

0.10.00.00.15 生活介護

0.10.10.20.16 その他の障害福祉サービス

0.10.00.00.07 介護保険サービス

0.00.10.00.08 在宅で自営等

0.50.91.00.89 在宅（就労なし）

0.40.40.90.610 その他

0.30.90.50.511 不明

3.15.610.36.1合計

22.3 

21.5 

24.9 

20.5 

26.5 

21.7 

37.8 

38.6 

48.3 

54.5 

33.0 

36.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 [n=1,528]

就労移行支援 [n=1,075]

就労継続支援Ａ型 [n=370]

就労継続支援Ｂ型 [n=83]

正規職員 非正規（無期） 非正規（有期） 派遣（１～３を除く） その他 無回答

56.1 

61.3 

45.7 

34.9 

34.0 

30.0 

44.6 

38.6 

7.3 

6.2 

8.4 

15.7 8.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 [n=1,528]

就労移行支援 [n=1,075]

就労継続支援Ａ型 [n=370]

就労継続支援Ｂ型 [n=83]

週30時間以上 週20時間以上30時間未満 週10時間以上20時間未満
週10時間未満 無回答

33.9 

44.3 

9.7 

7.2 

3.2 

9.6 

60.0 

50.8 

82.4 

79.5 

3.5 

3.2 

4.6 

3.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 [n=1,528]

就労移行支援 [n=1,075]

就労継続支援Ａ型 [n=370]

就労継続支援Ｂ型 [n=83]

自法人サービスを利用 他法人サービスを利用 利用なし 無回答

一般就労移行時の雇用形態

一般就労移行時の所定の
勤務時間

就労定着支援の利用状況

 
 



7 

在宅支援、施設外就労の状況

○就労継続支援事業所に対して、在宅支援（在宅業務・在宅作業）を行っているかどうかを聞いたところ、「運営規程に在宅支援を位置づけており、在
宅支援を行っている利用者がいる」が17.9%となっている。在宅支援の生産活動を行っている事業所にその収支について聞いたところ、「赤字」が
38.9%、「黒字」「収益と費用がほぼ同じ」がいずれも17.7%となっている。

○就労継続支援事業所に対して、施設外就労を実施しているかどうかを聞いたところ、「施設外就労を実施している」が45.5%となっている。施設外就
労の生産活動を行っている事業所にその収支について聞いたところ、「黒字」が44.2%、「収益と費用がほぼ同じ」が28.5%、「赤字」が15.0%と
なっている。

就労系障害福祉サービスの実態調査（結果概要）

在宅支援（在宅業務・在宅作業）の実施状況

17.9 

15.6 

19.6 

20.6 

29.3 

13.9 

50.3 

43.4 

55.6 

9.7 

10.5 

9.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 [n=587]

就労継続支援Ａ型 [n=256]

就労継続支援Ｂ型 [n=331]

運営規程に在宅支援を位置づけており、在宅支援を行っている利用者がいる
運営規程に在宅支援を位置づけているが、現在、在宅支援を行っている利用者はいない
運営規程にはないが、利用者の希望等をふまえ、在宅支援を行っている（在宅利用者がいる）
運営規程に在宅支援を位置づけておらず、在宅支援の利用者もいない
その他
無回答

17.7 

40.5 

4.2 

17.7 

7.1 

23.9 

38.9 

33.3 

42.3 

15.9 

4.8 

22.5 

9.7 

14.3 

7.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 [n=113]

就労継続支援Ａ型 [n=42]

就労継続支援Ｂ型 [n=71]

収益が費用（賃金・工賃及び諸経費）を上回る（黒字）
収益と費用（賃金・工賃及び諸経費）がほぼ同じ
費用（賃金・工賃及び諸経費）が収益を上回る（赤字）
わからない
無回答

45.5 

64.1 

31.1 

8.0 

6.6 

9.1 

32.9 

18.8 

43.8 

13.6 

10.5 

16.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 [n=587]

就労継続支援Ａ型 [n=256]

就労継続支援Ｂ型 [n=331]

施設外就労を実施している
施設外就労の実施は可能だが、現在は実施していない
施設外就労は実施していない
無回答

44.2 

48.2 

37.9 

28.5 

21.3 

39.8 

15.0 

18.9 

8.7 

6.0 

6.1 

5.8 

6.4 

5.5 

7.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 [n=267]

就労継続支援Ａ型 [n=164]

就労継続支援Ｂ型 [n=103]

収益が費用（賃金・工賃及び諸経費）を上回る（黒字）
収益と費用（賃金・工賃及び諸経費）がほぼ同じ
費用（賃金・工賃及び諸経費）が収益を上回る（赤字）
わからない
無回答

在宅支援（在宅業務・在宅作業）の収支状況

施設外就労の実施状況

17.7 

40.5 

4.2 

17.7 

7.1 

23.9 

38.9 

33.3 

42.3 

15.9 

4.8 

22.5 

9.7 

14.3 

7.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 [n=113]

就労継続支援Ａ型 [n=42]

就労継続支援Ｂ型 [n=71]

収益が費用（賃金・工賃及び諸経費）を上回る（黒字）
収益と費用（賃金・工賃及び諸経費）がほぼ同じ
費用（賃金・工賃及び諸経費）が収益を上回る（赤字）
わからない
無回答

在宅支援（在宅業務・在宅作業）の収支状況 施設外就労の収支状況

 
 

就労選択支援の状況

○就労移行支援事業所及び就労継続支援事業所に、就労選択支援の開設予定を聞いたところ、「開設予定なし」が60.2%となっている。「開設してい
る」は6.6%、「開設予定あり」は5.1%である。「開設予定なし」の事業所に、その理由を聞いたところ、「人員配置（就労選択支援員の養成・確保
等）が難しいため」が59.7%と最も多く、次いで、「実施主体要件（就労支援の経験・実績等）を満たすことが難しいため」が42.6%となっている。

○就労選択支援の開始による調査対象サービスへの影響と効果について聞いたところ、「わからない」が46.8%、「利用希望者数の増減にそれほど影響
はない」が33.6%となっている。

就労選択支援の開設予定

就労系障害福祉サービスの実態調査（結果概要）

就労選択支援を開設しない理由〔複数回答〕

6.6 

20.0 

5.1 

11.8 

3.6 

60.2 

37.9 

59.7 

77.4 

28.1 

30.3 

35.7 

20.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 [n=648]

就労移行支援 [n=195]

就労継続支援Ａ型 [n=196]

就労継続支援Ｂ型 [n=257]

開設している 開設予定あり 開設予定なし 未定

42.6 

59.7 

17.9 

2.6 

10.0 

9.5 

1.0 

21.6 

54.1 

23.0 

2.7 

20.3 

5.4 

1.4 

25.6 

51.3 

13.7 

6.0 

12.8 

14.5 

1.7 

60.3 

66.8 

18.6 

0.5 

4.5 

8.0 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施主体要件（就労支援の経験・実績等）を満たす
ことが難しいため

人員配置（就労選択支援員の養成・確保等）が難し
いため

法人の方針による（他事業所で開設する等）

所管の自治体等の方針・指導による

その他

特に理由はない

無回答

全体 [n=390]
就労移行支援 [n=74]
就労継続支援Ａ型 [n=117]
就労継続支援Ｂ型 [n=199]

7.9 

12.8 

8.7 

11.4 

10.3 

14.3 

10.1 

33.6 

40.0 

23.0 

37.0 

46.8 

36.4 

53.6 

49.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 [n=648]

就労移行支援 [n=195]

就労継続支援Ａ型 [n=196]

就労継続支援Ｂ型 [n=257]

従前より利用希望者数が増えると見込まれる 従前より利用希望者数が減ると見込まれる
利用希望者数の増減にそれほど影響はない わからない
無回答

就労選択支援の開始による調査対象サービスへの影響と効果
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○訪問系サービスにおける利用実態や令和６年度報酬改定の影響を把握することにより、今後の報酬改定に向けた基礎資料を得ることを目的
とする。

１．調査目的

訪問系サービスの実態調査（結果概要）

○全国の訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護）事業所（計39,896事業所）から、サービス別に層化を行い、計
2,580事業所を無作為抽出、また、重度障害者等包括支援は全数対象（12事業所）

２．調査対象等

○訪問系サービスの実利用者数（令和７年７月）は、１事業所あたりの平均で、居宅介護は11.2人、重度訪問介護は3.6人、同行援護は5.2人、
行動援護は9.2人となっている。

○日中活動の状況別に利用者数を聞いたところ、１事業所あたりの平均で、居宅介護は「在宅で過ごす」が4.9人、「就労継続支援Ａ型・Ｂ型
（通所）」が2.1人等となっている。また、重度訪問介護は「在宅で過ごす」が2.2人、同行援護は「在宅で過ごす」が3.2人、行動援護は
「生活介護（通所）」が6.9人等となっている。

○特定事業所加算の算定状況（令和７年７月）は、居宅介護で「加算（Ⅰ）」が12.3%、「加算（Ⅱ）」が30.8%、重度訪問介護で「加算
（Ⅰ）」が17.7%、「加算（Ⅱ）」が20.6%、同行援護で「加算（Ⅰ）」が4.2%、「加算（Ⅱ）」が37.8%、行動援護で「加算（Ⅰ）」
が30.4%、「加算（Ⅱ）」が19.1%となっている。

○居宅介護における特定事業所加算の「重度障害者対応要件」の見直しに関し、経過措置の期限内に新要件を満たすことが可能かどうかを聞
いたところ、「すでに新要件を満たしている」が51.8%となっている。また、行動援護における特定事業所加算の「体制要件」見直しに関
し、経過措置の期限内で新要件を満たすことが可能かどうかを聞いたところ、「すでに新要件を満たしている」が50.6%となっている。

○重度障害者等包括支援については、５事業所から回答があり、利用者数については、令和５年７月で１事業所平均4.6人、令和６年７月で
4.2人、令和７年７月で3.8人となっている。提供しているサービスの提供先（連携先）の状況は、「自事業所・併設事業所が提供」するサー
ビスとして生活介護、「自法人の別事業所が提供」するサービスとして行動援護等が見られる。

３．調査結果のポイント

有効回答率有効回答数回収率回収数客体数休廃止等送付数
50.3%1,28251.5%1,3142,551412,592

 
 

居宅介護の状況

○訪問系サービスの実利用者数（令和７年７月）は、１事業所あたりの平均で、居宅介護は11.2人となっている。
○日中活動の状況別に利用者数を聞いたところ、１事業所あたりの平均で、居宅介護は「在宅で過ごす」が4.9人、「就労継続支援Ａ型・Ｂ型（通所）」

が2.1人等となっている。
○特定事業所加算の算定状況（令和７年７月）は、居宅介護で「加算（Ⅰ）」が12.3%、「加算（Ⅱ）」が30.8%となっている。
○居宅介護における特定事業所加算の「重度障害者対応要件」の見直しに関し、経過措置の期限内に新要件を満たすことが可能かどうかを聞いたところ、

「すでに新要件を満たしている」が51.8%となっている。

居宅介護の実利用者数

訪問系サービスの実態調査（結果概要）

合計難病等精神障害知的障害身体障害居宅介護 [n=309]
（単位：人）

0.30.00.10.10.1区分１
2.50.01.70.40.4区分２
2.60.01.40.30.8区分３
1.50.00.50.30.6区分４
1.30.00.20.30.8区分５
2.40.10.10.41.9区分６
0.20.00.00.10.1区分なし
0.40.00.00.20.2障害児

11.20.24.12.04.9合計

合計区分
なし

区分
６

区分
５

区分
４

区分
３

区分
２

区分
１

居宅介護 [n=289]
（単位：人）

0.10.10.00.00.00.00.00.0
大学（大学院及び短期大学を含む）、高
等専門学校、専修学校、各種学校等

0.00.00.00.00.00.00.00.0職業訓練校
0.70.00.00.10.10.20.30.0一般就労（企業等で雇用）
0.10.00.00.00.00.00.00.0一般就労（自営・請負等）
1.80.01.00.30.20.10.10.0生活介護（通所）
0.20.00.00.00.00.00.10.0就労移行支援（通所）
2.10.00.10.20.30.60.80.1就労継続支援Ａ型・Ｂ型（通所）
0.80.00.40.10.10.10.10.0その他の通所サービス
4.90.10.90.50.71.31.20.1在宅で過ごす（上記に該当しない）
0.40.00.00.10.10.10.10.0不明

13.4 

12.1 

12.3 

22.9 

26.0 

30.8 

3.8 

50.6 

48.4 

44.0 

10.2 

9.1 

8.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和５年７月 [n=314]

令和６年７月 [n=339]

令和７年７月 [n=341]

加算（Ⅰ） 加算（Ⅱ） 加算（Ⅲ） 加算（Ⅳ） 算定していない 無回答

すでに新要件を満
たしている
51.8%

現在は新要件を満たしていないが、経過
措置の期限内に対応可能

7.1%

現在は新要件を満たしてお
らず、今後も対応困難

12.5%

わからない
19.6%

無回答
8.9%

居宅介護 [n=56]

居宅介護の日中活動の状況別利用者数

居宅介護の特定事業所加算の算定状況

居宅介護の特定事業所加算の新要件
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重度訪問介護の状況、同行援護の状況

○訪問系サービスの実利用者数（令和７年７月）は、１事業所あたりの平均で、重度訪問介護は3.6人、同行援護は5.2人となっている。
○日中活動の状況別に利用者数を聞いたところ、１事業所あたりの平均で、重度訪問介護は「在宅で過ごす」が2.2人、同行援護は「在宅で過ごす」が

3.2人等となっている。
○特定事業所加算の算定状況（令和７年７月）は、重度訪問介護で「加算（Ⅰ）」が17.7%、「加算（Ⅱ）」が20.6%、同行援護で「加算（Ⅰ）」が

4.2%、「加算（Ⅱ）」が37.8%となっている。

訪問系サービスの実態調査（結果概要）

重度訪問介護の実利用者数

同行援護の実利用者数

合計難病等精神障害知的障害身体障害
重度訪問介護

[n=266]
（単位：人）

0.10.00.00.00.1第Ⅰ類区分４
0.00.00.00.00.0第Ⅱ類
0.20.00.00.00.2第Ⅰ類区分５
0.10.00.00.00.1第Ⅱ類
2.50.50.00.11.9第Ⅰ類区分６
0.70.10.00.00.5第Ⅱ類
3.60.60.10.22.7合計

合計難病等精神障害知的障害身体障害
同行援護 [n=276]

（単位：人）
0.30.00.00.00.2区分１
0.30.00.00.00.3区分２
1.60.00.00.01.5区分３
1.10.00.00.01.0区分４
0.20.00.00.00.2区分５
0.10.00.00.00.1区分６
1.50.00.00.01.4区分なし
0.10.00.00.00.1障害児
5.20.10.10.14.9合計

17.1 

15.9 

17.7 

16.4 

17.8 

20.6 

3.1 

3.6 

3.9 

51.7 

50.5 

46.1 

11.5 

12.3 

11.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和５年７月 [n=286]

令和６年７月 [n=309]

令和７年７月 [n=310]
加算（Ⅰ） 加算（Ⅱ） 加算（Ⅲ） 算定していない 無回答

5.7 

5.8 

4.2 

32.6 

31.3 

37.8 

4.2 

3.5 

48.3 

47.4 

42.9 

11.4 

11.3 

11.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和５年７月 [n=298]

令和６年７月 [n=310]

令和７年７月 [n=312]

加算（Ⅰ） 加算（Ⅱ） 加算（Ⅲ） 加算（Ⅳ） 算定していない 無回答

重度訪問介護・同行援護の日中活動の状況別実利用者数

重度訪問介護・同行援護の特定事業所加算の算定状況

同行援護 [n=269]重度訪問介護 [n=263]（単位：人）

0.00.0大学（大学院及び短期大学を含む）、高等
専門学校、専修学校、各種学校等

0.00.0職業訓練校
0.30.1一般就労（企業等で雇用）
0.30.1一般就労（自営・請負等）
0.20.8生活介護（通所）
0.00.0就労移行支援（通所）
0.40.1就労継続支援Ａ型・Ｂ型（通所）
0.30.2その他の通所サービス
3.22.2在宅で過ごす（上記に該当しない）
0.40.2不明

重度訪問介護

同行援護

 
 

行動援護の状況

○訪問系サービスの実利用者数（令和７年７月）は、１事業所あたりの平均で、行動援護は9.2人となっている。
○日中活動の状況別に利用者数を聞いたところ、１事業所あたりの平均で、行動援護は「生活介護（通所）」が6.9人等となっている。
○特定事業所加算の算定状況（令和７年７月）は、行動援護で「加算（Ⅰ）」が30.4%、「加算（Ⅱ）」が19.1%となっている。
○行動援護における特定事業所加算の「体制要件」見直しに関し、経過措置の期限内で新要件を満たすことが可能かどうかを聞いたところ、「すでに新

要件を満たしている」が50.6%となっている。

訪問系サービスの実態調査（結果概要）

28.5 

27.9 

30.4 

20.0 

20.0 

19.1 

4.1 

4.4 

43.7 

41.6 

39.8 

5.8 

6.3 

6.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和５年７月 [n=295]

令和６年７月 [n=315]

令和７年７月 [n=319]

加算（Ⅰ） 加算（Ⅱ） 加算（Ⅲ） 加算（Ⅳ） 算定していない 無回答

すでに新要件を満た
している
50.6%

現在は新要件を満たしていないが、
経過措置の期限内に対応可能

26.2%

現在は新要件を満たして
おらず、今後も対応困難

9.3%

わからない
11.6%

無回答
2.3%

行動援護 [n=172]

合計難病等精神障害知的障害身体障害
行動援護 [n=302]

（単位：人）

0.10.00.00.10.0区分３
0.70.00.00.70.0区分４
2.50.00.12.40.1区分５
4.90.00.14.50.4区分６
1.00.00.00.90.0障害児
9.20.00.28.50.5合計

合計区分６区分５区分４区分３
行動援護 [n=296]

（単位：人）

0.00.00.00.00.0
大学（大学院及び短期大学を含む）、
高等専門学校、専修学校、各種学校等

0.00.00.00.00.0職業訓練校
0.00.00.00.00.0一般就労（企業等で雇用）
0.00.00.00.00.0一般就労（自営・請負等）
6.94.42.00.40.0生活介護（通所）
0.00.00.00.00.0就労移行支援（通所）
0.70.20.30.20.0就労継続支援Ａ型・Ｂ型（通所）
0.20.10.10.00.0その他の通所サービス
0.40.20.10.00.0在宅で過ごす（上記に該当しない）
0.00.00.00.00.0不明

行動援護の実利用者数

行動援護の日中活動の状況別利用者数

行動援護の特定事業所加算の算定状況

行動援護の特定事業所加算の新要件
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○令和６年度報酬改定にて、新設、拡充した強度行動障害に関係する加算等について、算定状況や算定できない場合の要因、支援人材の養成
等の状況を把握することにより、今後の報酬改定に向けた基礎資料を得ることを目的とする。

１．調査目的

強度行動障害を有する者への支援状況調査（結果概要）

○全国の生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、共同生活援助 、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問
支援、居宅訪問型児童発達支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設の事業所（計75,167事業所）から、サービス別に層化を行
い、計3,870事業所を抽出（重度障害者等包括支援、居宅訪問型児童発達支援は全数対象とし、他調査と合わせて実施）

２．調査対象等

○実利用者数に対する強度行動障害者・児の人数の割合別で事業所数を見た場合、令和７年７月時点で、全体では強度行動障害者・児のいな
い事業所（0%）が56.6%となっている。サービス別では、生活介護、施設入所支援等で強度行動障害者のいる事業所が比較的多くなってい
る。

○強度行動障害者・児のいる事業所に、今後の強度行動障害者・児の受け入れについて聞いたところ、「現在の受け入れ人数でほぼ限界であ
り、現状を維持したい（さらに多くを受け入れることは困難）」が72.9%と多くなっている。

○強度行動障害者・児がいない事業所に、今後の強度行動障害者・児の受け入れ可否について聞いたところ、「受け入れは難しい」が46.6%、
「おおむね受け入れ可能だが難しい場合もある」が31.1%となっている。

○強度行動障害者・児の受け入れにおいて、どのような条件が整えば受け入れが可能になると思うかを聞いたところ、全体では、「強度行動
障害に対応できる職員（強度行動障害者支援者養成研修、行動援護従業者養成研修修了者等）が配置できること」が74.3%と最も多く、次
いで、「他の利用者への影響や関係性への不安なく対応できる体制のあること」が72.5%、「強度行動障害者・児の受け入れに適した施
設・設備面の整備」が70.8%等となっている。

○強度行動障害者・児の受け入れを行う場合に、現在の調査対象サービスの基本報酬及び関係加算が受け入れに要するコスト等をどの程度評
価していると考えるかを聞いたところ、「受け入れコストがあまり評価されていない（基本報酬・加算がコスト増に追いついていない）」が
37.8%、「わからない」が33.0%、「受け入れコストを一部評価したものになっている（基本報酬・加算である程度のコストはカバーでき
る）」が19.1%となっている。

○強度行動障害者・児に関する加算を算定している事業所に、加算による収益の増加等をふまえ、強度行動障害者・児の受け入れや支援の推
進を図るために取組を強化していることについて聞いたところ、「職員の研修参加を進めている」が62.8%と最も多く、次いで、「職員体
制を手厚くすることや、待遇改善を進めている」が38.6%となっている。

３．調査結果のポイント

有効回答率有効回答数回収率回収数客体数休廃止等送付数

49.5%1,89250.7%1,9393,822483,870

 
 

強度行動障害者・児の受け入れ状況

○実利用者数に対する強度行動障害者・児の人数の割合別で事業所数を見た場合、令和７年７月時点で、全体では強度行動障害者・児のいない事業所
（0%）が56.6%となっている。サービス別では、生活介護、施設入所支援等で強度行動障害者のいる事業所が比較的多くなっている。

○強度行動障害者・児のいる事業所に、今後の強度行動障害者・児の受け入れについて聞いたところ、「現在の受け入れ人数でほぼ限界であり、現状を
維持したい（さらに多くを受け入れることは困難）」が72.9%と多くなっている。

強度行動障害者・児の受け入れ人数（対利用者数比率）

強度行動障害を有する者への支援状況調査（結果概要）

今後の強度行動障害者・児の受け入れ見込
（強度行動障害者・児のいる事業所）

56.6 

32.1 

51.2 

32.1 

59.9 

84.6 

67.1 

91.4 

50.0 

89.8 

12.6 

17.6 

12.8 

12.9 

11.1 

10.5 

20.1 

3.9 

21.6 

13.3 

23.9 

15.9 

17.4 

12.7 

8.1 

20.3 

3.4 

16.1 

25.6 

19.4 

35.9 

12.4 

4.0 

3.1 

6.8 

5.1 

3.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 [n=1,892]

生活介護 [n=352]

短期入所 [n=258]

施設入所支援 [n=287]

共同生活援助 [n=314]

児童発達支援 [n=143]

放課後等デイサービス [n=149]

保育所等訪問支援 [n=256]

福祉型障害児入所施設 [n=74]

医療型障害児入所施設 [n=59]

0%（0人） 20%未満 20%以上50%未満 50%以上 無回答

17.6 

22.5 

13.4 

14.7 

19.0 

28.0 

17.6 

27.3 

72.9 

68.0 

79.9 

78.7 

67.2 

56.0 

74.5 

63.6 

80.0 

88.9 

4.4 

5.7 

3.7 

4.1 

4.0 

3.9 

4.5 

10.0 

5.1 

3.7 

3.0 

11.7 

12.0 

3.9 

4.5 

7.5 

11.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 [n=859]

生活介護 [n=244]

短期入所 [n=134]

施設入所支援 [n=197]

共同生活援助 [n=137]

児童発達支援 [n=25]

放課後等デイサービス [n=51]

保育所等訪問支援 [n=22]

福祉型障害児入所施設 [n=40]

医療型障害児入所施設 [n=9]

強度行動障害者・児の受け入れにまだ余力があり、さらに増やすことが可能
現在の受け入れ人数でほぼ限界であり、現状を維持したい（さらに多くを受け入れることは困難）
現状で受け入れ可能な人数を超えていると思われ、今後減らしたい
無回答
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強度行動障害者・児の受け入れ条件等

○強度行動障害者・児がいない事業所に、今後の強度行動障害者・児の受け入れ可否について聞いたところ、「受け入れは難しい」が46.6%、「おおむ
ね受け入れ可能だが難しい場合もある」が31.1%となっている。

○強度行動障害者・児の受け入れにおいて、どのような条件が整えば受け入れが可能になると思うかを聞いたところ、全体では、「強度行動障害に対応
できる職員（強度行動障害者支援者養成研修、行動援護従業者養成研修修了者等）が配置できること」が74.3%と最も多く、次いで、「他の利用者へ
の影響や関係性への不安なく対応できる体制のあること」が72.5%、「強度行動障害者・児の受け入れに適した施設・設備面の整備」が70.8%等と
なっている。

強度行動障害を有する者への支援状況調査（結果概要）

70.8 

74.3 

57.0 

69.3 

72.5 

48.4 

36.8 

36.6 

47.0 

6.4 

3.9 

70.6 

75.9 

58.3 

72.1 

73.8 

51.1 

36.5 

38.9 

49.4 

6.3 

1.7 

78.6 

78.0 

60.1 

71.3 

78.4 

47.0 

41.2 

34.3 

46.8 

7.3 

0.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

強度行動障害者・児の受け入れに適した施設・設備面の整備

強度行動障害に対応できる職員（強度行動障害者支援者養成
研修、行動援護従業者養成研修修了者等）が配置できること

強度行動障害の利用者のケア内容やサービス提供日数・回数等を
制限することなく受け入れられる職員体制のあること

強度行動障害者・児の受け入れにあたり、他の利用者も含めて個
別支援のできる職員体制のあること

他の利用者への影響や関係性への不安なく対応できる体制のある
こと

強度行動障害に対応できる人材の養成の機会（研修等）が十
分に得られること

強度行動障害に関して外部からサポートを得る機会のあること

地域への外出など、強度行動障害の利用者の余暇や地域活動を
支援できる体制があること

強度行動障害の利用者への虐待や身体拘束等に関し、予防や適
切な対応のできる体制があること

その他

無回答

全体 [n=1,892]
受け入れている・受け入れ可能 [n=1,277]
受け入れ困難 [n=481]

9.4 

5.6 

18.6 

8.2 

22.6 

31.1 

29.6 

20.2 

18.9 

18.1 

51.7 

34.7 

44.4 

26.5 

14.0 

46.6 

55.6 

59.7 

73.3 

62.7 

20.3 

44.9 

19.2 

58.8 

74.0 

13.0 

13.9 

14.5 

7.8 

16.9 

9.3 

12.2 

13.7 

11.8 

10.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 [n=1,033]

生活介護 [n=108]

短期入所 [n=124]

施設入所支援 [n=90]

共同生活援助 [n=177]

児童発達支援 [n=118]

放課後等デイサービス [n=98]

保育所等訪問支援 [n=234]

福祉型障害児入所施設 [n=34]

医療型障害児入所施設 [n=50]

受け入れ可能 おおむね受け入れ可能だが難しい場合もある 受け入れは難しい 無回答

今後の強度行動障害者・児の受け入れ可否
（強度行動障害者・児のいない事業所）

強度行動障害者・児の受け入れ可能条件〔複数回答〕

 
 

強度行動障害者・児の受け入れで取組を強化していること等

○強度行動障害者・児の受け入れを行う場合に、現在の調査対象サービスの基本報酬及び関係加算が受け入れに要するコスト等をどの程度評価している
と考えるかを聞いたところ、「受け入れコストがあまり評価されていない（基本報酬・加算がコスト増に追いついていない）」が37.8%、「わからな
い」が33.0%、「受け入れコストを一部評価したものになっている（基本報酬・加算である程度のコストはカバーできる）」が19.1%となっている。

○強度行動障害者・児に関する加算を算定している事業所に、加算による収益の増加等をふまえ、強度行動障害者・児の受け入れや支援の推進を図るた
めに取組を強化していることについて聞いたところ、「職員の研修参加を進めている」が62.8%と最も多く、次いで、「職員体制を手厚くすることや、
待遇改善を進めている」が38.6%となっている。

強度行動障害を有する者への支援状況調査（結果概要）

3.3 

6.6 

3.5 

3.1 

19.1 

25.3 

14.7 

30.3 

17.2 

12.6 

14.8 

16.4 

14.9 

37.8 

42.6 

43.8 

30.7 

37.3 

34.3 

36.9 

36.7 

43.2 

30.5 

5.4 

33.0 

24.1 

35.3 

28.2 

34.4 

43.4 

34.9 

35.2 

31.1 

55.9 

5.2 

4.3 

3.1 

3.8 

6.7 

5.6 

8.1 

6.6 

8.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 [n=1,892]

生活介護 [n=352]

短期入所 [n=258]

施設入所支援 [n=287]

共同生活援助 [n=314]

児童発達支援 [n=143]

放課後等デイサービス [n=149]

保育所等訪問支援 [n=256]

福祉型障害児入所施設…

医療型障害児入所施設…

受け入れコストを十分評価したものになっている（基本報酬・加算でコストをおおむねカバーできる）
受け入れコストを一部評価したものになっている（基本報酬・加算である程度のコストはカバーできる）
受け入れコストがあまり評価されていない（基本報酬・加算がコスト増に追いついていない）
その他
わからない
無回答

62.8 

22.2 

38.6 

19.4 

8.8 

2.4 

7.6 

18.1 

75.3 

34.2 

48.1 

23.4 

12.0 

3.2 

5.1 

4.4 

64.3 

21.4 

39.3 

22.6 

10.7 

1.2 

14.3 

8.3 

77.8 

31.3 

44.4 

25.7 

9.0 

3.5 

4.2 

9.0 

71.6 

19.8 

46.9 

21.0 

11.1 

1.2 

6.2 

9.9 

14.8 

5.6 

9.3 

5.6 

1.9 

3.7 

7.4 

68.5 

35.1 

5.2 

24.7 

8.2 

4.1 

1.0 

11.3 

44.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

職員の研修参加を進めている

環境調整のための備品の購入や、建物の改装などを進め
ている

職員体制を手厚くすることや、待遇改善を進めている

外部から助言を受けることや、地域の関係機関との連携を
進めている

上記以外で利用者のＱＯＬの向上を目指した取組を
行っている

その他

特に取組を強化していることはない

無回答

全体 [n=635]

生活介護 [n=158]

短期入所 [n=84]

施設入所支援 [n=144]

共同生活援助 [n=81]

児童発達支援 [n=54]

放課後等デイサービス [n=97]

基本報酬・加算における強度行動障害者・児
受け入れコスト等の評価

強度行動障害者・児の受け入れ等で取組を強化していること〔複数回答〕
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○障害児通所支援の職員の状況、専門的支援実施加算や児童指導員等加配加算等の取得に係る事業所の専門職の配置や支援の状況等を把握し、
次期報酬改定に向けた基礎資料を得ることを目的とする。また、居宅訪問型児童発達支援における訪問支援時間の下限の導入、訪問支援員特
別加算の見直し、多職種連携支援加算の導入などを内容とする令和６年度報酬改定の影響を把握し、次期報酬改定に向けた基礎資料を得るこ
とを目的とする。

１．調査目的

障害児通所支援に係る加算取得及び居宅訪問型児童発達支援の実態調査（結果概要）

○全国の児童発達支援、放課後等デイサービス事業所（計36,100事業所）から、1,360事業所を無作為抽出、また、居宅訪問型児童発達支援
は全数対象（159事業所）

２．調査対象等

○調査対象サービスの個別支援計画上の支援時間（延長支援時間除く）別の実人数を聞いたところ、令和７年６月で、児童発達支援では合計
24.1人、うち、30分以上１時間以下が7.1人、３時間超が6.1人等となっている。放課後等デイサービスでは平日の合計22.8人、うち、１時
間30分超２時間以下6.3人、２時間30分超３時間以下6.0人等となっている。

○児童指導員等加配加算の算定状況について聞いたところ、令和７年６月では、「常勤専従・経験５年以上」の加算が53.1%、「常勤専従・
経験５年未満」の加算が17.5%となっている。令和５～７年で加算算定事業所は増加傾向が見られる。令和７年６月に児童指導員等加配加
算を算定している事業所に、対象の配置職員の確保の経緯を聞いたところ、「もともと基準以上の職員規模で事業運営をしており、加算要件
に該当する職員を加算対象職員とした」が74.7%と多くなっている。

○専門的支援加算等の算定状況について聞いたところ、令和７年６月では、「専門的支援体制加算」が50.7%、「専門的支援実施加算」が
40.1%となっている。令和５～７年で加算算定事業所は増加傾向が見られる。専門的支援体制加算を算定している事業所に、対象の配置職員
の確保の経緯を聞いたところ、「もともと基準以上の職員規模で事業運営をしており、加算要件に該当する職員を加算対象職員とした」が
74.9%と多くなっている。

○送迎の実施状況は、「事業所単独で、送迎車両による送迎を行っている」が74.9%と多くなっている。送迎実施事業所に、送迎を実施する
範囲や時間距離等の規定を設けているかどうかを聞いたところ、「規定は設けていないが、送迎を行うことが難しい地域がある」が50.6%、
「事業所において送迎を実施する範囲や時間距離等の規定を設けている」が34.9%となっている。

○居宅訪問型児童発達支援の登録者数、実利用者数、延べ訪問回数は、１事業所あたりの平均で令和７年７月の登録者数が4.1人、実利用者数
が3.5回、延べ訪問回数が16.4回となっている。いずれも令和５～７年で増加傾向が見られる。また、各種加算の算定状況については、令和
７年７月で、訪問支援員特別加算は「訪問支援員特別加算（Ⅰ）」が65.3%、「訪問支援員特別加算（Ⅱ）」が18.1%、多職種連携支援加
算は「算定している」が30.6%、家族支援加算は「算定している」が9.7%となっている。

３．調査結果のポイント

有効回答率有効回答数回収率回収数客体数休廃止等送付数

53.0%78854.4%8091,486331,519

 
 

利用者の状況、児童指導員等加配加算の算定状況

○調査対象サービスの個別支援計画上の支援時間（延長支援時間除く）別の実人数を聞いたところ、令和７年６月で、児童発達支援では合計24.1人、う
ち、30分以上１時間以下が7.1人、３時間超が6.1人等となっている。放課後等デイサービスでは平日の合計22.8人、うち、１時間30分超２時間以下
6.3人、２時間30分超３時間以下6.0人等となっている。

○児童指導員等加配加算の算定状況について聞いたところ、令和７年６月では、「常勤専従・経験５年以上」の加算が53.1%、「常勤専従・経験５年未
満」の加算が17.5%となっている。令和５～７年で加算算定事業所は増加傾向が見られる。令和７年６月に児童指導員等加配加算を算定している事業
所に、対象の配置職員の確保の経緯を聞いたところ、「もともと基準以上の職員規模で事業運営をしており、加算要件に該当する職員を加算対象職員と
した」が74.7%と多くなっている。

１事業所あたりの平均実利用者数

障害児通所支援に係る加算取得及び居宅訪問型児童発達支援の実態調査（結果概要）

児童指導員等加配加算の対象配置職員の確保の経緯〔複数回答〕

児童指導員等加配加算の算定状況

児童発達支援 [n=276]（単位：人）

7.130分以上１時間以下区分１

3.0１時間超１時間30分以下

4.7１時間30分超２時間以下区分２

1.3２時間超２時間30分以下

2.0２時間30分超３時間以下

6.1３時間超区分３

24.1合計

学校休業日
放課後等デイサービ

ス [n=329]

平日
放課後等デイサービ

ス [n=329]
（単位：人）

0.72.430分以上１時間以下区分１

0.22.5１時間超１時間30分以下

0.56.3１時間30分超２時間以下区分２

0.35.6２時間超２時間30分以下

0.66.0２時間30分超３時間以下

6.7-３時間超区分３

9.022.8合計

74.7 

15.7 

13.0 

1.8 

2.1 

76.1 

17.6 

10.6 

0.7 

2.1 

73.6 

14.1 

15.0 

2.7 

2.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

もともと基準以上の職員規模で事業運営をしており、加算要
件に該当する職員を加算対象職員とした

加算算定を念頭に、加算要件に該当する職員を新たに雇用し
た

加算算定を念頭に、法人内の異動等で加算要件に該当する
職員を事業所に配置した

その他

無回答

全体 [n=617]
児童発達支援 [n=284]
放課後等デイサービス [n=333]

専門職員の場合
32.8%

児童指導員等の場合
39.4%

その他従業者の場合
5.4%

算定していない
15.3%

無回答
6.9%

令和5年６月 [n=606]

49.6 

53.1 

15.8 

17.5 

5.7 

5.6 

12.6 

11.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和６年６月 [n=698]

令和７年６月 [n=716]

常勤専従・経験５年以上 常勤専従・経験５年未満
常勤換算・経験５年以上 常勤換算・経験５年未満
その他の従業者を配置 算定していない
無回答
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専門的支援加算等の算定状況、送迎の実施状況

○専門的支援加算等の算定状況について聞いたところ、令和７年６月では、「専門的支援体制加算」が50.7%、「専門的支援実施加算」が40.1%となっ
ている。令和５～７年で加算算定事業所は増加傾向が見られる。専門的支援体制加算を算定している事業所に、対象の配置職員の確保の経緯を聞いたと
ころ、「もともと基準以上の職員規模で事業運営をしており、加算要件に該当する職員を加算対象職員とした」が74.9%と多くなっている。

○送迎の実施状況は、「事業所単独で、送迎車両による送迎を行っている」が74.9%と多くなっている。送迎実施事業所に、送迎を実施する範囲や時間
距離等の規定を設けているかどうかを聞いたところ、「規定は設けていないが、送迎を行うことが難しい地域がある」が50.6%、「事業所において送
迎を実施する範囲や時間距離等の規定を設けている」が34.9%となっている。

専門的支援加算等の算定状況〔複数回答〕

障害児通所支援に係る加算取得及び居宅訪問型児童発達支援の実態調査（結果概要）

送迎の実施状況

専門的支援加算等の対象配置職員の確保の経緯〔複数回答〕
送迎実施の際の規定の状況

74.9 

19.0 

10.7 

2.2 

1.4 

78.2 

17.0 

8.0 

1.6 

2.1 

71.4 

21.1 

13.7 

2.9 

0.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

もともと基準以上の職員規模で事業運営をしており、
加算要件に該当する職員を加算対象職員とした

加算算定を念頭に、加算要件に該当する職員を新
たに雇用した

加算算定を念頭に、法人内の異動等で加算要件に
該当する職員を事業所に配置した

その他

無回答

全体 [n=363]
児童発達支援 [n=188]
放課後等デイサービス [n=175]

74.9 

67.6 

81.3 

5.9 

3.3 

8.2 

15.4 

24.7 

7.1 

3.2 

3.3 

3.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 [n=716]

児童発達支援 [n=336]

放課後等デイサービス [n=380]

事業所単独で、送迎車両による送迎を行っている
複数の事業所で共同運営する送迎車両（乗り合い）による送迎を行っている
送迎代行業者への委託や自治体の実施する送迎事業等を利用した送迎を行っている
送迎を行っているが、付き添いのみ等で送迎車両を利用していない
送迎を行っていない
無回答

34.9 

34.8 

35.0 

50.6 

51.1 

50.2 

11.8 

10.6 

12.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 [n=536]

児童発達支援 [n=227]

放課後等デイサービス [n=309]

事業所において送迎を実施する範囲や時間距離等の規定を設けている
規定は設けていないが、送迎を行うことが難しい地域がある
希望があれば送迎を行う
その他
無回答

30.7 
15.8 

1.8 
49.5 

5.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

専門的支援加算（理学療法士等を配置）
専門的支援加算（児童指導員等を配置）

特別支援加算
いずれも算定していない

無回答

令和5年６月 [n=606]

42.1 

29.5 

44.8 

6.3 

50.7 

40.1 

41.8 

2.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

専門的支援体制加算

専門的支援実施加算

いずれも算定していない

無回答

令和６年６月 [n=698]
令和７年６月 [n=716]

 
 

居宅訪問型児童発達支援の状況

○居宅訪問型児童発達支援の登録者数、実利用者数、延べ訪問回数は、１事業所あたりの平均で令和７年７月の登録者数が4.1人、実利用者数が3.5回、
延べ訪問回数が16.4回となっている。いずれも令和５～７年で増加傾向が見られる。

○各種加算の算定状況については、令和７年７月で、訪問支援員特別加算は「訪問支援員特別加算（Ⅰ）」が65.3%、「訪問支援員特別加算（Ⅱ）」が
18.1%、多職種連携支援加算は「算定している」が30.6%、家族支援加算は「算定している」が9.7%となっている。

居宅訪問型児童発達支援の状況

障害児通所支援に係る加算取得及び居宅訪問型児童発達支援の実態調査（結果概要）

多職種連携支援加算の算定状況

令和７年７月
[n=72]

令和６年７月
[n=71]

令和５年７月
[n=63]

（単位：人、回）

4.13.93.4登録者数
3.53.03.0実利用者数

16.414.013.8延べ訪問回数

算定している
30.6%

算定していない
62.5%

無回答
6.9%

全体 [n=72]

算定している
9.7%

算定していない
83.3%

無回答
6.9%全体 [n=72]

訪問支援員特別加算の算定状況

訪問支援員特別加
算を算定している

63.5%

訪問支援員特
別加算を算定し

ていない
28.6%

無回答
7.9%

令和５年７月 [n=63]

62.0 

65.3 

22.5 

18.1 

9.9 

12.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和６年７月 [n=71]

令和７年７月 [n=72]

訪問支援員特別加算（Ⅰ）を算定している
訪問支援員特別加算（Ⅱ）を算定している
いずれも算定していない
無回答

家族支援加算の算定状況

91.7 

6.7 

0.0 

1.7 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和６年４月の時点で、すでに新しい加算要件に該当する職員を
事業所に配置していた

令和６年４月の時点では新しい加算要件に該当する職員はいな
かったが、令和７年７月までに既存の職員が加算要件を満たした

令和６年４月の時点で新しい加算要件に該当する職員がおらず、
令和７年７月までに加算要件に該当する職員を新たに雇用した

令和６年４月の時点で新しい加算要件に該当する職員がおらず、
令和７年７月までに法人内の異動等で加算要件に該当する職員

を事業所に配置した

その他

無回答
全体 [n=60]

（訪問支援員特別加算対象職員の確保の経緯）

（加算対象の訪問職種）

56.9 
27.7 
27.7 

10.8 
10.8 

38.5 
18.5 

1.5 

0% 20% 40% 60%

保育士
児童指導員
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

看護職員
児童発達支援管理責任者等

医療的ケア児等コーディネーター
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令和７年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査事業 

集計結果報告書 
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１ 調査の概要 

(1) 調査の目的 

本事業は、障害福祉サービス等の令和９年度報酬改定に向け、障害福祉サービス等報酬改定検討チームに

おいて検討が必要とされた事項をはじめとして、障害福祉サービス等の現状・課題を広く把握するとともに、

前回報酬改定の効果検証等における必要な事項等について調査・分析を行い、報酬改定のための基礎資料を

得ることを目的として実施した。 

 

(2) 調査内容 

本報告書では、以下の５種類の調査について、調査結果を記載している。 

調査名 調査対象 主な調査項目 
障害者支援施設及び通所系

サービス等における口腔・栄

養ケア等に係る調査 

生活介護、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ
型、共同生活援助、施設入所支援の事業所 

施設・事業所の基本情報、利用者の健康状態等に関
する状況、食事提供の状況、施設・事業所における
栄養ケア・口腔ケアの状況、加算算定等の状況、リ
ハ・栄養・口腔の一体的な取組実施の状況 等 

就労系障害福祉サービスの

実態調査 
就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支
援Ｂ型の事業所 

事業所の基本情報、新規利用者の状況、退所者（サ
ービス利用終了者）の状況、就労移行支援の実施状
況、就労継続支援の実施状況、生産活動の状況、賃
金・工賃、在宅支援 ・施設外就労の実施状況、送迎
の状況、情報公表の状況、就労定着支援の実施状況、
就労選択支援の実施状況 等 

訪問系サービスの実態調査 
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、
重度障害者等包括支援の事業所 

事業所の基本情報、訪問系サービス利用者の状況、
訪問系サービス利用者の居住建物別人数、就労状況
別人数、特定事業所加算の算定状況、重度障害者等
包括支援における支援の実施状況 等 

強度行動障害を有する者へ

の支援状況調査 

生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、
施設入所支援、共同生活援助、児童発達支援、
放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支
援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、
医療型障害児入所施設の事業所 

施設・事業所の基本情報、強度行動障害を有する者
の受入状況、受入できない場合の理由、支援人材養
成の状況、重度障害者支援加算等の算定状況、加算
算定していない場合の理由 等 

障害児通所支援に係る加算

取得及び居宅訪問型児童発

達支援の実態調査 

児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪
問型児童発達支援の事業所 

事業所の基本情報、障害児通所支援の職員の状況、
専門的支援実施加算及び児童指導員加配加算の取
得状況、加算取得にあたっての事業所の職員配置等
の状況、送迎の状況、居宅訪問型児童発達支援のサ
ービス提供状況、訪問支援員の状況、居宅訪問型児
童発達支援の利用者の状況 等 

※本事業では、上記調査とともに、「障害福祉人材の確保及び処遇状況等に関する調査」を実施しているが、これは従来

の「障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査」（一般統計調査）の継続調査として実施しているものであることから、

本報告書とは別に、従来調査と同じ形式による報告書をまとめている。 

 

(3) 調査方法および調査時期 

調査方法：調査対象となる事業所に、郵送により調査票を送付、郵送またはオンラインで回収 

調査時期：令和７年８月～10 月（一部、補足調査を令和８年１月～２月に実施） 
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(4) 回収状況 

調査名 送付数 休廃止等 客体数 回収数 回収率 有効回答数 有効回答率 
障害者支援施設及び通所系サービス等にお
ける口腔・栄養ケア等に係る調査 

1,760 24 1,736 997 57.4% 969 55.8% 

就労系障害福祉サービスの実態調査 1,760 37 1,723 872 50.6% 841 48.8% 

訪問系サービスの実態調査 2,592 41 2,551 1,314 51.5% 1,282 50.3% 

強度行動障害を有する者への支援状況調査 3,870 48 3,822 1,939 50.7% 1,892 49.5% 

障害児通所支援に係る加算取得及び居宅訪
問型児童発達支援の実態調査 

1,519 33 1,486 809 54.4% 788 53.0% 

 

(5) 報告書の見方 

・図表中の数値については、割合を表す数値はすべて％であり、単位の表示は省略している。合計、平均等

の数量を表す数値は、図表中に適宜単位がわかるように記載しており、数値に直接単位表示はしていない。 

・割合を表す数値については、四捨五入により小数点以下第１位までの表示としており、見かけの合計値が

100％にならない場合がある。 

・集計に用いた標本数は図表中に「n=」と表示している。なお、標本数は主に回答事業所の数であるが、サ

ービス利用者の個別状況等に関する問では、事業所から回答された利用者等の数の場合がある。 

・集計にあたっては、選択肢の回答については、無回答分は「無回答」カテゴリーに区分して集計を行って

いる。したがって、集計に用いた標本数は全標本数である。数値の回答については、無回答分は除いて平

均値等の算出を行っている。したがって、集計に用いた標本数が全標本数に一致しない場合がある。 

・図表中、帯グラフについては、煩雑になることを避けるために、基本的に３％未満の数値の表示を省略し

ている。（項目の趣旨により表示が必要な場合については、３％未満の数値も表示している場合がある。） 

・集計結果に関するコメントについては、クロス集計結果等に言及する場合はその旨を記載している。特に

言及なくコメントをしているものは、全体の集計結果に関するコメントである。 

・回答標本数の少ない集計項目等についても、参考値として掲載している。 

（表記上の注記） 

・本報告書では、強度行動障害に関し、 「強度行動障害の状態にある者」を示す言葉として、便宜的に 「強度

行動障害者・児」等の表記を用いている。 

  


